
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　金型内面に ラベルを載置し、合成樹脂の射出成形による容器本体の成形と同時
に該容器本体の周壁部の外周に ラベルを貼着させてなる遮光性ラベル付き容器

上辺部と、下辺部と、左，右の側辺部とを有するラベル
用基材の裏面に、該基材の少なくとも上辺部において、その縁辺部に余白部分を残すよう
にして着色剤を含有する遮光性の塗工層を形成してなるラベル ことを特徴とする遮
光性ラベル付き容器。
【請求項２】
　　金型内面に ラベルを載置し、合成樹脂のブロー成形あるいは延伸ブロー成形に
よる容器本体の成形と同時に該容器本体の周壁部の外周に ラベルを貼着させて
なる遮光性ラベル付き容器 上辺部と、下辺部と、左，右
の側辺部とを有するラベル用基材の裏面に、該基材の少なくとも上辺部において、その縁
辺部に余白部分を残すようにして着色剤を含有する遮光性の塗工層を形成してなるラベル

ことを特徴とする遮光性ラベル付き容器。
【請求項３】
　　 遮光性の塗工層が、ラベル用基材の四周辺部において、その縁
辺部に余白部分を残すようにして形成されていることを特徴とする請求項１又は請求項２
に記載の遮光性ラベル付き容器。
【請求項４】
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　　 遮光性の塗工層が、墨色又は群青色のベタ刷り層からなること
を特徴とする請求項１、請求項２又は請求項３に記載の遮光性ラベル付き容器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光遮断性を必要とする内填物を収容するための合成樹脂容器であって、容器本
体の周壁部の外周に遮光性ラベルが貼着されてなる遮光性ラベル付き容器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
光遮断性を必要とする内填物を収容するための容器として、容器本体の周壁部の外周に紙
、合成樹脂含浸紙、合成樹脂コート紙、又は合成樹脂フィルム等からなるラベル用基材を
使用した遮光性ラベルを貼着させてなる遮光性ラベル付き容器が用いられており、墨色や
群青色等の着色剤を含有した樹脂層からなる遮光性層を具備する遮光性ラベルが多用され
ている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記の遮光性ラベル付き容器に使用される遮光性ラベルおいて、遮光性を持たせるために
着色剤を含有した樹脂層を備えさせたラベルは、該遮光性ラベルを枚葉に切断する工程で
発生する紙粉が切断端面やその付近に付着しており、しかもその紙粉が遮光性を備えさせ
るために使用した前記の濃色を呈する着色剤によって着色されたものになっている。
【０００４】
このために、特に遮光性ラベルをインサートしておく合成樹脂の成形によって容器本体を
形成する遮光性ラベル付き容器のような場合には、遮光性ラベルに付着している上記の濃
色の紙粉が流れて成形容器のラベル貼着面以外の箇所に固着するようになる。
【０００５】
そして、特に飲食品を充填するための合成樹脂成形容器には、白色顔料を内填させた白色
の成形容器が多く、上記の成形容器のラベル貼着面以外の箇所に付着した色彩の濃い紙粉
による異物の存在がより一層顕著になり、しかもこれが非衛生的な印象を与えるために、
容器本体上部の飲食口やその付近にこの着色紙粉からなる異物が固着したものは、スクラ
ップに処されることさえもある。
【０００６】
　従って本発明の目的は、着色剤を含有する遮光性の塗工層を有する遮光性ラベルを

遮光性ラベル付き容器
、しかも 遮光性ラベルの少なくとも上辺部をなす切断端面や

その付近に、遮光性の塗工層に起因する着色紙粉が付着していることがなく、これによっ
て特に容器本体の上部の飲食口やその付近に、着色した紙粉が異物として固着しているこ
とのない、衛生的に良好な外観を有する遮光性ラベル付き容器を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題は、以下に記載する構成による本発明の遮光性ラベル付き容器によって達成
される。

【０００８】
　

上辺部と、下辺
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イン
サートしておく合成樹脂の成形によって容器本体を形成する であり
ながら 該容器において、前記

すなわち本発明は、金型内面に遮光性ラベルを載置し、合成樹脂の射出成形によ
る容器本体の成形と同時に該容器本体の周壁部の外周に前記遮光性ラベルを貼着させてな
る遮光性ラベル付き容器であって、前記遮光性ラベルが、上辺部と、下辺部と、左，右の
側辺部とを有するラベル用基材の裏面に、該基材の少なくとも上辺部において、その縁辺
部に余白部分を残すようにして着色剤を含有する遮光性の塗工層を形成してなるラベルで
ある遮光性ラベル付き容器からなるものである。

又、本発明は、金型内面に遮光性ラベルを載置し、合成樹脂のブロー成形あるいは延伸
ブロー成形による容器本体の成形と同時に該容器本体の周壁部の外周に前記遮光性ラベル
を貼着させてなる遮光性ラベル付き容器であって、前記遮光性ラベルが、



部と、左，右の側辺部とを有するラベル用基材の裏面に、該基材の少なくとも上辺部にお
いて、その縁辺部に余白部分を残すようにして着色剤を含有する遮光性の塗工層を形成し
てなるラベル
【０００９】
上記の構成による本発明の遮光性ラベル付き容器に使用する遮光性ラベルは、ラベル用基
材の裏面に着色剤を含有する遮光性の塗工層を形成してなるものであって、少なくとも合
成樹脂容器本体の口部側に位置するラベル用基材の上辺部において、その縁辺部に余白部
分を残すようにして、前記遮光性の塗工層を形成してある。
【００１０】
　従って、上辺部と、下辺部と、左，右の側辺部とを有するラベル用基材の裏面に、該基
材の上辺部と下辺部とにおいて、その縁辺部に余白部分を残すようにして前記遮光性の塗
工層を形成した することにより、

容器
本体上部の口部及びその付近だけでなく、容器本体下部及び底面部にも着色紙粉による異
物の固着の無い遮光性ラベル付き容器にすることができる。
【００１１】
更に、ラベル用基材の裏面の四周辺部において、その縁辺部に余白部分を残すようにして
遮光性の塗工層を形成したものにすることにより、着色紙粉による異物の固着の全く無い
遮光性ラベル付き容器にすることができる。
【００１２】
上記の遮光性ラベルにおける遮光性の塗工層は、墨色又は群青色のベタ刷り層からなるも
のが好ましい。
【００１５】
【発明の実施の形態】
［図１］は、本発明の遮光性ラベル付き容器の１実施例を示す斜視図であり、糸底を有す
るコップ型の合成樹脂容器本体１の上部の口部にフランジ２が一体に形成されており、容
器本体１の周壁部の外周に遮光性ラベル３が貼着されている。
【００１６】
前記容器本体１は、例えば白色顔料入りポリエチレンやポリプロピレン等によるポリオレ
フィン系樹脂をはじめ、ポリスチレン、ハイインパクトポリスチレン、ポリエチレンテレ
フタレート等の射出成形により、成形されたものである。
【００１７】
又、この容器本体は、ポリエチレンやポリプロピレン等によるポリオレフィン系樹脂、あ
るいはポリエチレンテレフタレート等によるパリソンをブロー成形あるいは延伸ブロー成
形した成形体であってもよい。
【００１８】
前記遮光性ラベル３は、［図２］に示すように、上辺部４と、下辺部５と、左，右の側辺
部６，７とを有するラベル用基材の裏面、つまりコップ型の容器本体１の周壁部を展開し
た形状をなすラベル用基材の裏面に、該ラベル用基材の少なくとも上辺部４において、そ
の縁辺部に余白部分８を残すようにして、着色剤を含有する遮光性の塗工層９を設けてな
るものである。
【００１９】
上記の構成による遮光性ラベル３において、ラベル用基材としては、紙、合成樹脂含浸紙
、合成樹脂コート紙、合成紙、プラスチックフィルム、及びこれらの複合材料等が使用さ
れる。
【００２０】
又、［図２］に示す遮光性ラベル３は、ラベル用基材の裏面に、該ラベル用基材の四周辺
部において、その縁辺部に余白部分８を残すようにして遮光性の塗工層９を形成してなる
ものであるが、余白部分８はラベル用基材の少なくとも上辺部４において存在していれば
十分である。
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である遮光性ラベル付き容器からなるものである。

遮光性ラベルを使用 遮光性ラベルをインサートしておく
合成樹脂の成形によって容器本体を形成する遮光性ラベル付き容器でありながら、該



【００２１】
縁辺部に沿って形成されている余白部分８は、ラベルを枚葉に切断するためのカッターの
切断刃が遮光性の塗工層９に触れることのない幅で以って形成されていれば十分であり、
普通はこの余白部分８が、０．５～１．５ｍｍ程度の細幅を形成するようにして、遮光性
の塗工層９を形成する。
【００２２】
遮光性の塗工層９は、ビヒクルをなす樹脂中に着色剤を配合したインキによる印刷層とし
て形成することができる。
【００２３】
着色剤としては、黒色や群青色の顔料、染料、酸化鉄等を、遮断したい光の波長に応じて
使用することができる。
【００２４】
遮光性の塗工層９は、例えば塩・酢ビ系樹脂、アクリル系樹脂、繊維素系樹脂等をビヒク
ルとし、黒色や群青色の顔料或いは染料を含有する印刷インクによって、グラビア印刷、
シルクスクリーン印刷、オフセット印刷あるいは転写印刷等を利用して形成することがで
きる。なお、黒色顔料による黒色印刷インクを利用する場合には、５～２０重量％程度の
黒色顔料を含有するインクを利用するのがよく、又グラビア印刷によってベタ刷り層から
なる遮光性の塗工層９を形成する場合には、版深１５～３０μｍ程度のものを利用し、必
要に応じて重ね刷り印刷を施すのがよい。
【００２５】
ラベル３と容器本体１の周壁部の外周とを強固に接着させるために、ラベル用基材の裏面
には、前記遮光性の塗工層９を介して、必要に応じて接着剤層を形成しておくことができ
る。
【００２６】
なお、 金型内面に遮光性ラベルを予め載置しておき、
合成樹脂のブロー成形、延伸ブロー成形、又は射出成形等による容器本体の成形と同時に
、該容器本体の周壁部の外周に 遮光性ラベルを貼着させ

上記の接着剤層を、容器本体を形成する合成樹脂の成形温度において
接着能を発揮するような感熱性接着剤層からなるものにするのがよい。
【００２７】
又、ラベル用基材の表面側には、印刷による意匠性を付与したり、又は耐水性の付与のた
めのプラスチックラミネート等を施すことができる。
【００２８】
【実施例】
以下、本発明の遮光性ラベル付き容器の更に具体的な構成を、実施例に基づいて説明する
。
【００２９】
実施例１
図２において、厚さ０．０８５ｍｍ、幅６３６ｍｍ、長さ９３９ｍｍの樹脂含浸紙からな
るラベル用基材の裏面に、カーボンブラック２０重量％を含有する塩・酢ビ系樹脂の混練
インクによるオフセット印刷を施すことにより、コップ型の容器本体の周壁部を展開した
形状をなす単一のラベル形状の塗工層９が、該単一のラベル形状の四周辺部の縁辺部に幅
１．５ｍｍの余白部分８を残すようにして、前記ラベル用基材の長さ方向及び幅方向にそ
れぞれ連続して繰り返して形成されているシートを得た。
【００３０】
次いで、この遮光性の塗工層９及び前記余白部分８の上の全面に、感熱接着剤（アドコー
ト３３０ｗ　１７９０：東洋モートン株式会社）をロールコーティングすることによって
感熱接着剤層を設け、ラベル用シートを得た。
【００３１】
続いて、このラベル用シートを余白部分８の略中央部に沿って、ダイカットロールによっ
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前記 てなるものであるから、該遮
光性ラベルにおける



て縦，横に切断し、枚葉の遮光性ラベル３を得た。
【００３２】
更にこの遮光性ラベル３を、感熱接着剤層面が筒体内周面になるようにして筒形に丸めた
状態にして、射出成形金型の内周面に添って予めセットしておき、その内部に、白色顔料
を含有するハイインパクトポリスチレンを射出成形することにより、図１において、フラ
ンジ２を有するコップ型の肉厚約０．６ｍｍの容器本体１を成形すると同時に、該容器本
体１の周壁部の外周に遮光性ラベル３が圧着、貼着されている本発明の１実施例品である
遮光性ラベル付き容器を得た。
【００３３】
実施例２
厚さ０．０８５ｍｍ、幅６３６ｍｍ、長さ９３９ｍｍの樹脂含浸紙からなるラベル用基材
の裏面に、カーボンブラック２０重量％を含有する塩・酢ビ系樹脂の混練インクによるオ
フセット印刷を施すことにより、瓶形状の容器本体の周壁部を展開した形状をなす単一の
ラベル形状の塗工層９が、該単一のラベル形状の四周辺部の縁辺部に幅１．５ｍｍの余白
部分８を残すようにして、前記ラベル用基材の長さ方向及び幅方向にそれぞれ連続して繰
り返して形成されているシートを得た。
【００３４】
次いで、この遮光性の塗工層及び前記余白部分の上の全面に、感熱接着剤（アドコート３
３０ｗ　１７９０：東洋モートン株式会社）をロールコーティングすることによって感熱
接着剤層を設け、ラベル用シートを得た。
【００３５】
続いて、このラベル用シートを余白部分の略中央部に沿って、ダイカットロールによって
切断し、枚葉の遮光性ラベルを得た。
【００３６】
更にこの遮光性ラベルを、感熱接着剤層面が筒体内周面になるようにして筒形に丸めた状
態にして、ブロー成形金型の内周面に添って予めセットしておき、その内部に、瓶口頸部
を有する試験管形状のポリエチレンテレフタレートの射出成形体からなるパリソンを置き
、該パリソンを２軸延伸ブロー成形することにより、図３において、瓶形状の容器本体１
０を成形すると同時に、該容器本体１０の周壁部の外周に遮光性ラベル１１が圧着、貼着
されている本発明の１実施例品である遮光性ラベル付き容器を得た。
【００３７】
【発明の効果】
　以上に説明したように、本発明の遮光性ラベル付き容器は、上辺部と、下辺部と、左，
右の側辺部とを有するラベル用基材の裏面に、該基材の少なくとも上辺部において、その
縁辺部に余白部分を残すようにして着色剤を含有する遮光性の塗工層を形成してなる遮光
性ラベル

。
【００３８】
従って、本発明の遮光性ラベル付き容器は、容器本体の周壁部の外周に貼着されているラ
ベルによる遮光性をそのまま具備する高度の遮光性能を有するラベル付き容器になる。
【００３９】
又、本発明の遮光性ラベル付き容器は、ラベル用基材の裏面に着色剤を含有する遮光性の
塗工層を形成してなる遮光性ラベルを使用しているので、従来のアルミニウム箔やアルミ
ニウム蒸着層を遮光性層として具備するラベルに比較して、ラベル自体の製作費が廉価で
あり、しかも容器の使用後にラベルあるいはラベル付き容器そのものを焼却による廃棄処
理に付したときに、アルミニウム箔やアルミニウム蒸着層に起因する焼却残渣がなく、環
境保全の面での優れた作用を有する。
【００４０】
　更に、本発明の遮光性ラベル付き容器は、ラベル用基材の裏面に、該基材の少なくとも
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を金型内面に予め載置しておき、合成樹脂のブロー成形、延伸ブロー成形、又は
射出成形等による容器本体の成形と同時に、該容器本体の周壁部の外周に前記遮光性ラベ
ルを貼着させてなるものである



上辺部において、その縁辺部に余白部分を残すようにして着色剤を含有する遮光性の塗工
層を形成してなる遮光性ラベルを使用しているので、

少なく
とも容器の上部に貼着されるラベル部分に付着している紙粉には、遮光性の塗工層に起因
する着色紙粉が存在 これによって、特に容器本体の上部の飲食口やその
付近には濃色に着色した紙粉が異物として固着していること 、衛生的に良好な外観
を有する遮光性ラベル付き容器になっている。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の遮光性ラベル付き容器の１実施例を示す縦断面図である。
【図２】本発明の遮光性ラベル付き容器に使用する遮光性ラベルの裏面の１例を示す平面
図である。
【図３】本発明の遮光性ラベル付き容器の別の実施例を示す縦断面図である。
【符号の説明】
１・・・・合成樹脂容器本体
２・・・・フランジ
３・・・・遮光性ラベル
４・・・・ラベル用基材の上辺部
５・・・・ラベル用基材の下辺部
６・・・・ラベル用基材の左辺部
７・・・・ラベル用基材の右辺部
８・・・・着色剤を含有する遮光性の塗工層の余白部分
９・・・・着色剤を含有する遮光性の塗工層
１０・・・・合成樹脂容器本体
１１・・・・遮光性ラベル
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

(6) JP 3676519 B2 2005.7.27

遮光性ラベルをインサートしておく
合成樹脂の成形によって容器本体を形成する遮光性ラベル付き容器でありながら、

することがなく、
のない
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